
　いちき串木野市個人情報保護条例に基づく開示請求の状況は次表のとおりです。

開示・不開示等の決定状況

請求合計
（A）

全部開示
（B)

部分開示
（C)

不開示
（D)

不存在
（E）

存否不回答
（F)

却下
（G)

取下げ
（H)

10 3 3 0 2 0 0 2

（備考）

１　「不開示」は、不開示決定のうち「不存在」、「存否不回答」及び「却下」を除いたものをいいます。

２　「存否不回答」は、条例第１６条の規定により、請求拒否の決定をしたものをいいます。

実施機関別処理状況

実施機関 請求合計 全部開示 部分開示 不開示 不存在 存否不回答 却下 取下げ

市長部局 10 3 3 0 2 0 0 2

教育委員会 0 0 0 0 0 0 0 0

選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0

監査委員 0 0 0 0 0 0 0 0

農業委員会 0 0 0 0 0 0 0 0

固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 0 0

議会 0 0 0 0 0 0 0 0

　

開示率
（B)+（C)/（A)-（E)-（F)－（G)－（H)

100.0%

３　「却下」は、開示請求書の形式上の不備が補正されない場合など、開示請求が不適法であることを理由として、個人情報の開示をしない決定
を
　　したものをいいます。
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